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臨海部
工業地域

エコ運搬制度制定の背景

臨海部を中心に貨物自動車の交通量が多い

→貨物自動車から排出される窒素酸化物及び二酸化炭素の削減が課題

→貨物自動車に対しての環境配慮を促す仕組みが必要

→平成２２年４月にエコ運搬制度創設

産業道路交通データ
・２４時間交通量：３０９１５ 台/日
・大型車混入率：45 ％
(出典：平成３０年度自動車交通環境総合調査報告書)

池上測定局
ＮＯ２環境基準達成を目標

川崎市の大気常時監視測定網



エコ運搬制度のイメージ（出庫の例）

１．エコ運搬制度の概要
市内の荷主・荷受人が主体となって、全国の契約先の運送事業者や取引先事
業者に対し、環境に配慮した運搬（エコ運搬）を書面等により要請することを市
条例で規定

貨物等運搬

市内荷主

全国の
運送事業者

取引先事業者

エコドライブ、
低公害・低燃費車で
運搬します！

エコ運搬してください！

要請票

エコ運搬の３項目
１．エコドライブの実施及びエコドライブを行う旨の表示
２．自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の車種規制不適合車の不使用
３．低公害・低燃費車の積極的な使用



２．エコ運搬とは

エコ運搬とは、貨物等の運搬の際に次の３項目を実施することをいう

●エコ運搬とは
①エコドライブ及びエコドライブを行う旨の表示
②自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の車種規制不適合車の不使用
③低公害・低燃費車の積極的な使用

●エコ運搬（イメージ）
①環境に配慮した運転の実施
②環境性能の劣る自動車の不使用
③環境性能の優れた自動車の積極的使用

わかりやすく表記すると



３ ．指定荷主・指定荷受人の義務・要件

義務について
①荷主・荷受人
エコ運搬実施の要請について努力義務

②指定荷主・指定荷受人
次の３つが義務化されている
１．エコ運搬実施の要請
２．要請書面等の保存（３年間保存）
３．要請実施状況の報告（毎年７月末まで）

指定荷主及び指定荷受人の該当要件



（参考）指定荷主・指定荷受人の要請から報告までの流れ

報告書

指定荷主・指定荷受人
（市内約１２０事業所）

川崎市

市へ報告（義務）

前年度の実績報告
エコ運搬要請対象件数 ○件
エコ運搬要請件数 ●件

要請票

運送事業者 取引先事業者

エコ運搬
要請（義務）

要請書面
保存（義務）

報告書の取りまとめ
エコ運搬要請件数の集計

指定荷主・指定荷受人の要請から報告までの流れのイメージ

（集計結果）
平成２２年度～令和３年度末までに実施した要請件数
のべ１２５，０３６件



４．要請の対象①（要請対象業務）

倉庫業
要請の対象となる業務例
（１）出庫
●保管していた貨物の出荷
（２）入庫
●保管を委託された貨物の
入庫

要請先は？

要請先
運送事業者
もしくは
寄託者などの取引先事業者

（注）契約形態によって要請先
が異なる

次ページ以降で、契約形態に応じた要請先を説明する

要請対象となる業務

貨物自動車などの対象自動車の出入りがある業務
かつ

主たる事業である倉庫業に関連している業務



倉庫業 （１）保管していた貨物の出庫

運送事業者へ要請
取引先事業者（寄託者）へ要請

取引先事業者（荷受人）へ要請

（１）－（ア）
貨物等の運搬を自ら委託した貨物運送事業者
が行うケース

（１）－（イ）
貨物等の運搬を取引先事業者（寄託者）が

委託した貨物運送事業者が行うケース

（１）－（エ）
貨物等の運搬を取引先事業者（荷受人）が行うケース

４．要請の対象②（要請先）

（１）－（ウ）
貨物等の運搬を取引先事業者（荷受人）が行うケース

取引先事業者（荷受人）へ要請



倉庫業

（２）保管を委託された貨物の入庫

運送事業者へ要請
取引先事業者
（寄託者）へ要請

取引先事業者
（寄託者）へ要請

（２）－（ア）
貨物等の運搬を自ら委託した貨物運
送事業者が行うケース

（２）－（イ）
貨物等の運搬を取引先事業者（寄託者）

が委託した貨物運送事業者が行うケ
ース

（２）－（ウ）
貨物等の運搬を取引先事業者
（寄託者）が行うケース

４．要請の対象③（要請先）



５．要請の方法①

エコ運搬制度では、書面等でエコ運搬の要請
をすることとされているが具体的にはどのよう
な方法で行えばよいのだろうか？

１．契約書
２．要請票 を用いて要請する。
３．電磁的記録



５．要請の方法②

契約書（記載例） 要請票（記載例）

電磁的記録

電子メール等を用いて要請する方法
電子メールで要請票（電磁的記録）を添付して送付すること等が該当する。



６．要請の頻度①

エコ運搬の要請は条例上、どのくらいの頻度
で行う必要があるか？

要請の方法（契約書、要請票、電子
メール）によって、要請頻度は異なる。



６．要請の頻度②

通常、毎年度、要請を１回行う。ただし、契約書
もしくは契約に基づいた要請を行う場合は、

契約が継続している限り、翌年度以降も要請が
継続される。

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

要
請

要
請

要
請

要
請

左記のとおり、要請票（契約に基づかない）
を用いて、要請を行う場合、要請の頻度のイメージ
は下図のとおり
電子メール（契約に基づかない）も同様の頻度

要
請



６．要請の頻度③

上記のとおり、契約書もしくは契約に基づく

要請を行った場合、要請の頻度のイメージ
は右図のとおり

契約書
契約に基づいた要請

契約に基づいた記載

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

要
請

翌年度以降も、初年度の要請が継続される

契約期間



その他（池上測定局の二酸化窒素濃度の経年推移）

平成２５年度（２０１３年度）に初めて二酸化窒素の環境基準を達成し、その後、
平成２７年度（２０１５年度）以降は継続的に環境基準を達成するなど、
エコ運搬制度施行後、大気環境は改善に進んでいる。
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